
平
成
十
九
年
五
月
十
八
日
提
出

質

問

第

二

三

二

号

二
〇
〇
七
年
五
月
十
五
日
に
明
ら
か
に
な
っ
た
沖
縄
返
還
を
巡
る
日
米
密
約
に
つ
い
て
の
米
国
立
公
文
書
館
所

蔵
の
一
連
の
公
文
書
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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二
〇
〇
七
年
五
月
十
五
日
に
明
ら
か
に
な
っ
た
沖
縄
返
還
を
巡
る
日
米
密
約
に
つ
い
て
の
米
国
立
公
文
書
館
所

蔵
の
一
連
の
公
文
書
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
七
年
五
月
十
五
日
付
北
海
道
新
聞
夕
刊
五
面
に
「
沖
縄
返
還
時
の
密
約
隠
し
交
渉

米
公
文
書
で
発
覚
」
と
の
見

出
し
で
、

「
一
九
七
二
年
五
月
の
沖
縄
返
還
を
前
に
、
米
政
府
が
支
払
う
は
ず
の
軍
用
地
復
元
補
償
費
四
百
万
ド
ル
を
肩
代
わ
り
す

る
密
約
の
発
覚
を
恐
れ
、
日
本
政
府
が
沖
縄
の
地
権
者
ら
へ
の
補
償
費
支
払
い
業
務
を
延
期
す
る
よ
う
米
側
に
働
き
か
け
て

い
た
こ
と
が
十
五
日
、
米
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
一
連
の
公
文
書
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
。

米
側
は
財
務
、
国
務
、
陸
軍
の
三
省
間
で
検
討
を
重
ね
、
延
期
を
決
定
し
た
。
ま
た
実
際
に
支
払
わ
れ
た
補
償
費
が
百
万

ド
ル
を
下
回
っ
て
い
た
こ
と
も
分
か
っ
た
。

密
約
を
め
ぐ
っ
て
は
、
元
毎
日
新
聞
記
者
の
西
山
太
吉
氏
が
入
手
し
た
外
務
省
の
極
秘
公
電
を
基
に
社
会
党
が
七
二
年
に

国
会
で
追
及
。
以
来
、
政
府
は
一
貫
し
て
そ
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
。

七
一
年
六
月
調
印
の
沖
縄
返
還
協
定
で
米
側
の
『
自
発
的
』
支
払
い
が
規
定
さ
れ
た
復
元
補
償
費
は
、
実
際
に
は
日
本
側

が
負
担
。
返
還
に
伴
う
米
資
産
買
い
取
り
な
ど
の
支
出
三
億
二
千
万
ド
ル
の
中
に
補
償
費
分
の
四
百
万
ド
ル
を
紛
れ
込
ま
せ

一



た
と
さ
れ
る
。

新
た
に
見
つ
か
っ
た
複
数
の
公
文
書
に
よ
る
と
、
米
側
は
、
日
本
側
か
ら
五
回
に
分
け
て
支
払
わ
れ
る
三
億
二
千
万
ド
ル

の
う
ち
、
七
二
年
五
月
の
初
回
分
一
億
ド
ル
の
中
か
ら
四
百
万
ド
ル
を
信
託
基
金
設
立
に
回
し
、
七
二
年
中
に
復
元
補
償
費

支
払
い
業
務
を
開
始
す
る
予
定
だ
っ
た
。

し
か
し
日
本
側
が
『
信
託
基
金
設
立
は
（
肩
代
わ
り
の
）
取
り
決
め
を
公
に
認
め
る
こ
と
に
な
る
』
と
し
て
延
期
を
要
請

し
て
き
た
と
、
財
務
省
は
同
年
五
月
十
一
日
付
の
文
書
で
報
告
。
国
務
、
陸
軍
両
省
と
検
討
し
た
結
果
、
支
払
い
業
務
開
始

を
七
三
年
に
先
送
り
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

国
務
省
内
に
は
『
支
払
い
延
期
が
沖
縄
で
反
発
を
呼
ぶ
可
能
性
が
あ
る
』
と
の
意
見
も
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
『
沖
縄
で

の
批
判
よ
り
も
国
会
の
論
議
が
引
き
起
こ
す
リ
ス
ク
の
方
を
重
視
す
べ
き
だ
』
と
の
結
論
を
出
し
た
。

三
月
末
か
ら
四
月
初
め
に
か
け
て
政
府
は
社
会
党
な
ど
の
追
及
に
全
面
否
定
を
通
し
た
が
、
直
後
に
西
山
氏
が
極
秘
公
電

入
手
に
絡
む
国
家
公
務
員
法
違
反
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
外
務
省
機
密
漏
え
い
事
件
で
『
沖
縄
密
約
』
に
注
目
が
集
ま
り
、
追

及
再
燃
を
恐
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

基
金
は
七
三
年
に
設
立
。
日
本
側
提
供
の
四
百
万
ド
ル
の
う
ち
、
沖
縄
の
地
権
者
に
支
払
わ
れ
た
額
は
結
局
、
百
万
ド
ル

二



を
下
回
り
、
一
部
は
支
払
い
業
務
を
担
当
し
た
米
陸
軍
工
兵
隊
の
経
費
に
も
充
て
ら
れ
て
い
た
。
駐
沖
縄
米
総
領
事
は
七
五

年
七
月
二
十
九
日
付
の
国
務
省
あ
て
の
公
電
で
、
残
り
の
三
百
万
ド
ル
余
り
に
つ
い
て
『
（
日
本
政
府
向
け
に
）
問
題
を
引

き
起
こ
さ
な
い
使
途
の
説
明
が
必
要
に
な
る
』
と
指
摘
し
て
い
る
。
」

と
い
う
記
事
（
以
下
、
「
北
海
道
新
聞
記
事
」
と
い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
政
府
は
承
知
し
て
い
る
か
。

二

「
北
海
道
新
聞
記
事
」
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
、
本
年
五
月
十
五
日
に
明
ら
か
に
な
っ
た
米
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
一
連
の

公
文
書
（
以
下
、
「
公
文
書
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
政
府
は
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
か
。

三

「
公
文
書
」
の
存
在
を
政
府
は
実
際
に
確
認
し
た
か
。

四

「
北
海
道
新
聞
記
事
」
で
は
、
「
公
文
書
」
か
ら
は
「
米
側
は
、
日
本
側
か
ら
五
回
に
分
け
て
支
払
わ
れ
る
三
億
二
千
万

ド
ル
の
う
ち
、
七
二
年
五
月
の
初
回
分
一
億
ド
ル
の
中
か
ら
四
百
万
ド
ル
を
信
託
基
金
設
立
に
回
し
、
七
二
年
中
に
復
元
補

償
費
支
払
い
業
務
を
開
始
す
る
予
定
だ
っ
た
。
し
か
し
日
本
側
が
『
信
託
基
金
設
立
は
（
肩
代
わ
り
の
）
取
り
決
め
を
公
に

認
め
る
こ
と
に
な
る
』
と
し
て
延
期
を
要
請
し
て
き
た
と
、
財
務
省
は
同
年
五
月
十
一
日
付
の
文
書
で
報
告
。
国
務
、
陸
軍

両
省
と
検
討
し
た
結
果
、
支
払
い
業
務
開
始
を
七
三
年
に
先
送
り
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
国
務
省
内
に
は
『
支
払
い
延
期
が

沖
縄
で
反
発
を
呼
ぶ
可
能
性
が
あ
る
』
と
の
意
見
も
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
『
沖
縄
で
の
批
判
よ
り
も
国
会
の
論
議
が
引
き

三



起
こ
す
リ
ス
ク
の
方
を
重
視
す
べ
き
だ
』
と
の
結
論
を
出
し
た
。
」
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る

が
、
右
は
事
実
か
。

右
質
問
す
る
。

四


